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東日本大震災に対処するための特例措置の取扱いについて(企業年金関係)  

 
 

5月 9日の PENSION NEWSにおいて、『東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に

関する法律』(法律第 40 号)等により設けられた特例措置のうち、企業年金関係の特例措置につ

きご案内申し上げておりました。 
 
今般、下記①・②の厚生労働省課長通知が発出され、当該企業年金関係の特例措置に係る取扱い

の細部が示されましたので、その概要につきご案内申し上げます。 
 

 
 

① 『東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の標準報

酬月額の改定等の特例措置について』(年管管発 0509第 2 号) 
 

② 『東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴う厚生年金基金の標準

給与の月額の改定及び掛金等の免除の特例の事務処理等について』(年企発 0511 第 1 号) 
 
 

◎ 標準報酬月額の改定の特例等に係る主な取扱いについて 
 

特例 主な取扱い 

標準報酬月額の改定の特例 
 
特定被災区域の事業所の事業が大震災によ

る被害を受け、賃金が著しく変動した場合、

厚生年金保険の標準報酬月額について、賃

金に著しい変動の生じた月から改定でき

る。 

 

<特例適用に係る届出> 
 
特例を受けようとする事業主は、現行の被保険者報酬月額変

更届のほか、東日本大震災に関する被害状況申立書<様式 1>に

より日本年金機構に届け出る。 

 

[参照]年管管発 0509 第 2号 第 2、様式 1 

厚生年金基金の標準給与の月額の改定の

特例 
 
上の特例により標準報酬月額を改定された

被保険者が厚生年金基金の加入員である場

合、賃金に著しい変動の生じた月から標準

給与を改定できる。 

 

<特例適用に係る届出> 
 
特例を受けようとする事業主は、対象とする加入員の｢氏名及

び性別｣、｢加入員番号｣、｢報酬の月額｣を記載した届出書を厚

生年金基金に提出する。 

 

[参照]年企発 0511第 1号 第 1 

 <特例適用に係る規約変更> 
 
厚生年金基金は、特例を実施するにあたり、届出書の下部欄

外に｢震災分｣と朱書きのうえ、厚生年金基金規約変更の届出

を行う。なお、この規約変更は、理事長専決で差し支えない。 

 

[参照]年企発 0511第 1号 第 3、参考 3(規約例) 
 
 

年金信託部 

 

 
 

住住信信  年年金金情情報報  

  ＰＰＥＥＮＮＳＳＩＩＯＯＮＮ  ＮＮＥＥＷＷＳＳ  
 

（平成２３年５月１６日）  

この度の東日本大震災における被災地域の皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、

一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/110509shinsaitokurei.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bihx-att/2r9852000001bsvo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bihx-att/2r9852000001bsvo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bihx-att/2r9852000001bsvo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001btla-att/2r9852000001c1ye.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001btla-att/2r9852000001c1ye.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001btla-att/2r9852000001c1ye.pdf


The Sumitomo trust & banking co., ltd. 2/3 

 
 

◎ 保険料の免除の特例等に係る主な取扱いについて 
 

特例 主な取扱い 

保険料の免除の特例 
 
特定被災区域の事業所において、賃金の支

払に著しい支障が生じている場合、厚生年

金保険の被保険者の厚生年金保険料(被保

険者本人負担分及び事業主負担分)を免除

できる。 

 

<特例適用に係る届出> 
 
特例を受けようとする事業主は、東日本大震災に関する被害

状況申立書<様式 1>及び免除申請書<様式 2>により日本年金機

構に届け出る。 

なお、報酬の実態を反映したものであることが必要であるた

め、上記｢標準報酬月額の改定の特例｣の届出の後(もしくは同

届出と同時)に申請することになる。 

 

[参照]年管管発 0509第 2号 第 3、様式 1、様式 2 

 <特例適用終了に係る届出> 
 
特例を受けている事業主は、免除の要件に該当しなくなった

ときは、免除終了届<様式 5>を日本年金機構に提出する。 

 

[参照]年管管発 0509 第 2号 第 3、様式 5 

厚生年金基金の掛金又は徴収金の免除の

特例 
 
厚生年金保険料を免除された被保険者が厚

生年金基金の加入員である場合、免除保険

料額を免除できる。 

また、免除された免除保険料額は最低責任

準備金に加算されない。 

<特例適用に係る申出> 
 
特例を受けようとする事業主は、｢事業所の名称及び所在地｣、

｢厚生年金保険の保険料免除期間が開始した年月｣を記載した

申出書を厚生年金基金に提出する。その際、厚生年金保険の

保険料を免除されたことを明らかにすることができる書類

(厚生年金保険料免除決定通知書の写)を添付する。 

 

[参照] 年企発 0511 第 1号 第 2、参考 1-1 

年管管発 0509 第 2号 様式 3 

 <特例適用に係る通知> 
 
厚生年金基金は、特例を適用する場合、事業主にその旨を通

知する。また、厚生年金基金から当該通知があった場合、事

業主はその旨を加入員に通知する。 

 

[参照] 年企発 0511 第 1号 第 2、参考 1-2 

 <特例適用終了に係る届出> 
 
特例を受けている事業主は、厚生年金保険料の免除の要件に

該当しなくなったことを日本年金機構に届け出た場合、次の

事項を記載した届書を厚生年金基金に提出する。 
 
・事業所の名称及び所在地 

・厚生年金保険料の免除の要件に該当しなくなったことの届出をし

た年月日 

・厚生年金保険料の免除期間が終了した年月 

 

[参照] 年企発 0511 第 1号 第 2、参考 2-1 

年管管発 0509 第 2号 様式 5 

 <特例適用に係る規約変更> 
 
厚生年金基金は、特例を実施するにあたり、届出書の下部欄

外に｢震災分｣と朱書きのうえ、厚生年金基金規約変更の届出

を行う。なお、この規約変更は、理事長専決で差し支えない。 

 

[参照]年企発 0511第 1号 第 3、参考 3(規約例) 
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厚生年金基金の掛金又は徴収金の免除の

特例(再掲) 

<免除額に係る記録> 
 
特例を実施する厚生年金基金は、掛金等の免除を行った場合、

『厚生年金基金における事業運営基準の取扱いについて(昭

和 42 年 3月 28 日年企発第 20 号)』の様式 14 号の 4 の備考欄

に免除額を記載する。 

 

[参照]年企発 0511第 1号 第 3 

 <免除の実施状況等に係る報告> 
 
特例を実施する厚生年金基金は、掛金等の免除の実施状況等

について、納付月に応じた所定の期限までに、｢震災による掛

金等免除報告書(様式第 1号)｣により地方厚生局に報告する。 

 

[参照]年企発 0511第 1号 第 3、様式第 1号 
 
 

以上 

 


